
第１７９条（監護者わいせつ及び監護者性交等） 

１８歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があるこ

とに乗じてわいせつな行為をした者は、第１７６条の例による。 

２ １８歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があるこ

とに乗じて性交等をした者は、第１７７条の例による。 

 

第１７６条（強制わいせつ） 

１３以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、６月以上

１０年以下の懲役に処する。１３歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様

とする。 

 

第１７７条（強制性交等） 

１３歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交（以

下「性交等」という。）をした者は、強制性交等の罪とし、５年以上の有期懲役に処する。

１３歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 


